
平成29（2017）. 3. 20 2
人　口 189,782人 （193人減）
 男　93,682人 （67人減）
 女　96,100人 （126人減）
世帯数 88,791世帯 （202世帯減）

人口と世帯数
平成29年3月1日現在

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　緯042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします
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福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
補
助
を
受

け
て
い
る
方
に
、
平
成　

年
度
分
の
利
用

２９

券
を
交
付
し
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日
（
火
）
か
ら

２１

と
こ
ろ　

障
が
い
者
支
援
課
（
健
康
福
祉

事
務
セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東
部
・
西
部
出

張
所

持
ち
物　

印
鑑
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
の
手
帳

※
券
の
色
は
４
月
１
日
（
土
）
か
ら
ラ
ベ

ン
ダ
ー
色
に
変
わ
り
ま
す
。

※
ク
リ
ー
ム
色
の
平
成　

年
度
分
の
利
用

２８

券
が
使
え
る
の
は
３
月　

日
（
金
）
ま
で

３１

で
す
。

※
利
用
券
の
裏
面
に
記
載
の
あ
る
タ
ク
シ

ー
会
社
で
の
み
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

障
が
い
者
支
援
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
０
、
俊　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

４
１

 　

月　

㍑
を
限
度
と
し
て
１
㍑
に
つ
き
ガ

５０

ソ
リ
ン
税
額
相
当
分　

円
を
補
助
し
ま

５４

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
費
の

補

助

請

求

を

心
身
障
が
い
者

す
。

請
求
方
法　

４
月
３
日
（
月
）
か
ら　

日
１０

（
月
）
ま
で
に
、
１
月
〜
３
月
分
の
領
収

書
と
印
鑑
、
決
定
通
知
書
兼
受
給
者
カ
ー

ド
を
持
参
の
う
え
、
障
が
い
者
支
援
課

（
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東

部
・
西
部
出
張
所
へ

問
合
せ　

障
が
い
者
支
援
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
０
、
俊　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

４
１

 　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し

た
家
屋
、
ま
た
は
原
子
力
災
害
の
居
住
困

難
区
域
内
に
所
在
す
る
家
屋
、
お
よ
び
そ

の
敷
地
を
所
有
し
て
い
る
方
な
ど
が
、
代

替
と
な
る
家
屋
や
土
地
を
取
得
し
た
際
に

は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
減
額

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
４
・
９
５
２
５

 　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
全
員
が　

歳
６５

以
上
の
世
帯
は
、
原
則
と
し
て
、
国
民
健

東
日
本
大
震
災
お
よ
び

原
子
力
災
害
に
係
る
特
例

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

国
民
健
康
保
険
税

康
保
険
税
は
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
年
金
特
別
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
年
金
特
別
徴
収
で
国
民
健
康
保

険
税
を
納
め
て
い
る
方
は
、
平
成　

年
２

２９

月
時
と
同
額
を
、
平
成　

年
４
月
・
６
月
・

２９

８
月
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
ま
す
。

　

年
金
特
別
徴
収
の
方
で
も
、
申
し
込
み

を
す
る
こ
と
で
、
納
付
方
法
を
口
座
振
替

に
変
更
で
き
ま
す
。

※
年
金
特
別
徴
収
の
条
件
に
当
て
は
ま
ら

な
い
場
合
は
、
年
度
途
中
で
も
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
方
法
に
切
り

替
わ
り
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
０

 
怯
年
金
の
予
約
相
談

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
全
国
の
年
金
事

務
所
で
年
金
相
談
の
予
約
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
年
金
請

求
の
手
続
き
や
、
受
給
し
て
い
る
年
金
に

国国国国国国国国国国国
民
年年年年年年年年年年年
金

つ
い
て
の
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
ぜ

ひ
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
４
時

申
込
み　

相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か
ら

前
日
ま
で
に
、
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

年
金
手
帳
や
年
金
証
書
を
用
意
の
う
え
、

問
合
せ
先
へ

問
合
せ　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
緯
０
５
７

０
（
０
５
）
１
１
６
５
、
武
蔵
野
年
金
事

務
所
緯
０
４
２
２
（
５
６
）
２
４
４
５

（
予
約
専
用
）

 　

小
平
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・　

号
線

１０

に
つ
い
て
、
２
月　

日
開
催
の
小
平
市
都

２１

市
計
画
審
議
会
の
審
議
を
経
て
、
都
市
計

画
変
更
の
決
定
告
示
を
行
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
併
せ
て
都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
を
行

っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ　

都
市
計
画
課
（
市
役
所
４
階
）

内　

容　

計
画
幅
員
の
変
更
ほ
か

都
市
計
画
変
更
図
書
を
縦
覧

小
平
３
・
４
・　

号
線

１０

問
合
せ　

道
路
課
緯　

（
３
４
６
）
９
８

０４２

２
８

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

怯
第　

期　

第
４
回
緑
化
推
進
委
員
会

１５

と　

き　

３
月　

日
（
金
）　

午
後
６
時

２４

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
６
０
１
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
午
後
６
時　

分
か
ら
、

１０

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

水
と
緑
と
公
園
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
３
０

怯
第
２
回　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

総
合
戦
略
推
進
委
員
会

と　

き　

３
月　

日
（
木
）　

午
後
２
時

３０

か
ら

と
こ
ろ　
　

東
京
む
さ
し
小
平
フ
ァ
ー
マ

JA

ー
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
２
階
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

審
議
会
な
ど
の
日

審
議
会
な
ど
の
日
程程

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

政
策
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

０
３

 　

国
や
東
京
都
の
創
業
補
助
金
の
概
要
や

申
請
書
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
お
伝
え

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　

き　

４
月　

日
（
火
）　

午
前　

時

１１

１０

〜
正
午

と
こ
ろ　

こ
だ
い
ら
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ

ー
ス
す
だ
ち
（
学
園
東
町
１
們
９
們　

）
１５

費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
１０

主　

催　

多
摩
信
用
金
庫

共　

催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
マ
イ
ス
タ
イ
ル
、

小
平
市

申
込
み　

４
月　

日
（
月
）
ま
で
に
、
創

１０

業
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
事
務
局
へ
緯

０
４
２
（
５
２
６
）
７
７
６
６

申
請
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

創
業
補
助
金

?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

　

東
京
都
は
、
地
域
の
担
い
手
で
あ
る
自

治
会
・
町
会
が
主
催
し
て
行
う
地
域
の
課

題
を
解
決
す
る
た
め
の
取
り
組
み（
催
し
・

活
動
な
ど
）
を
支
援
す
る
た
め
、
事
業
助

成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対　

象　

東
京
都
内
に
所
在
す
る
自
治

会
・
町
会

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

 

検
索　

地
域
の
底
力

問
合
せ　

東
京
都
生
活
文
化
局
都
民
生
活

部
地
域
活
動
推
進
課
地
域
活
動
支
援
担
当

緯　

（
５
３
８
８
）
３
１
６
６

０３
HP

　

市
で
は
、
市
内
の
建
設
業
者
団
体
（
小

平
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
斡
旋
協
会
）
と
協

定
を
結
び
、
安
心
し
て
発
注
で
き
る
業
者

や
職
人
さ
ん
を
、
団
体
を
通
じ
て
派
遣
し

て
い
ま
す
。

　

小
さ
な
工
事
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
左
表

参
照
）。

問
合
せ　

市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

緯　

（
３
４
６
）
９
５
３
２

０４２

　

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受
け
る
に

は
、
原
則
と
し
て
改
修
工
事
完
了
後
、
３

か
月
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
（
左
表
参

照
）。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
５

 　

平
成　

年
度
の
市
税
（
市
民
税
・

２８

都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険

税
）
は
、
い
ず
れ
も
納
期
限
が
過
ぎ

ま
し
た
。
ま
だ
、
納
め
て
い
な
い
方

は
早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
ほ
か
、
差
し
押
さ
え
な
ど

の
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

事
情
が
あ
っ
て
納
め
ら
れ
な
い
方

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
と　

き　

３
月　

日
（
月
）　

午
後

２７

５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収
納
課
（
入

口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の

発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

収
納
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
７
・
９
５
２
８

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

３
月　

日（
月
）に
開
設

２７

夜
間
納
税
窓
口

福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
券
を
交
付

心
身
障
が
い
者

東

京

都

地
域
の
底
力
発
展
事
業
助
成

申
請
事
業
を
募
集

平
成　

年
度

２９

耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・

省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た

住
宅
の
固
定
資
産
税
を
減
額

●傷んだ部分の修繕・補修
　居室・台所・浴室・トイレ
などの屋内全般の修繕・補
修（部分補修、模様替え、
壁紙の張り替えほか）
　屋根・外壁などの屋外部分
の修繕・補修（雨漏り対策、
雨どいの修繕、外壁塗装ほ
か）
　屋内の給排水・電気配線な
どの修繕・補修
●ピッキング被害対策

修　繕

●部屋などの増・改築
　部屋の増・改築、浴室やト
イレの改造、防音工事、押
し入れの収納庫への変更ほ
か（新築でも対応可）

増・改築

●住宅内外の工事・補修
　車庫・門扉・フェンス・物
置などの工事、各種ペンキ
工事、各種コンクリート工
事ほか

付帯工事

●庭、庭園などの造成
　庭づくり、庭木の手入れ、
庭園の管理ほか

造　園

耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合の減額措置
耐震改修

・昭和５７年１月１日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし（耐震基準適合工事
の証明が必要）、改修工事に要した費用が５０万円を超える耐震改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で２年間）期　間
１戸当たり１２０㎡の床面積相当分までの家屋にかかる固定資産税の２分の
１を減額減税額

バリアフリー改修　※１
・新築された日から１０年以上を経過した住宅（平成２８年３月３１日までに改
修された住宅については、平成１９年１月１日以前に建築された住宅）
・改修後の住宅の床面積が５０㎡以上であること　※２
・６５歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある
方のいずれかが居住している

・一定の要件を満たし、改修工事に要した費用（補助金などを除く）が５０
万円を超えるバリアフリー改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間
１戸当たり１００㎡の床面積相当分（賃貸部分を除く）までの家屋にかかる固
定資産税の３分の１を減額減税額

省エネ改修　※１
・平成２０年１月１日以前に建築された住宅
・改修後の住宅の床面積が５０㎡以上であること　※２
・一定の要件を満たし（省エネ基準適合工事の証明が必要）、改修工事に要
した費用（補助金などを除く　※２）が５０万円を超える省エネ改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間
１戸当たり１２０㎡の床面積相当分（賃貸部分を除く）までの家屋にかかる固
定資産税の３分の１を減額減税額

※１　バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。
※２　平成２８年４月１日以後に工事が完了した場合に必要な要件です。なお、平成２８年３月３１

日以前に工事が完了した場合は、この要件を満たす必要はありません。

４月１日（土）から、税務課（市役所２階）で平成２９年度の固定資産税に係る縦覧・閲
覧が始まります。
問合せ　税務課☎０４２（３４６）９５２４・９５２５

閲　覧縦　覧

市内の土地・家屋を有料で借りてい
る方

市内に土地・家屋・
償却資産をお持ちの
方またはその関係者

平成２９年１月１日現在、市内に固定
資産税の課税対象となる土地・家屋
をお持ちの方またはその関係者

対　象

４月１日（土）から
▽月曜〜金曜日　午前８時３０分〜午後５時
▽土曜日　午前８時３０分〜午後０時１５分
※祝日を除く。

４月１日（土）〜５月３１日（水）
▽月曜〜金曜日　午前８時３０分〜午
後５時
▽土曜日　午前８時３０分〜午後０時
１５分
※祝日を除く。

と　き

１件２５０円１件２５０円
（縦覧期間中は無料）無料手数料

印鑑（法人の場合は、法人代表者
印）、本人確認ができるもの（運転免
許証など）、借地・借家していること
が確認できる書類（賃貸借契約書な
ど）、委任状（代理人の場合）

印鑑（法人の場合は、法人代表者印）、本人確認ができる
もの（運転免許証など）、委任状（代理人の場合）
※相続人の方は、お問い合わせください。

持ち物

※縦覧は、ほかの土地や家屋と評価額の比較ができます。
※閲覧は、自己の資産や借地・借家の評価額などを確認できます。
※関係者とは、所有者と同一世帯の親族、納税管理人などを言います。
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固定資産税 縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧


